
(01) 支給対象者の要件

01-01
期間の定めのない労働者として雇い入れることが要件とされていますが、期間の定めがある場合は全て支
給対象者と認められないのですか。

01-02
雇用契約上では期間の定めはありませんが、１年後に定年制が適用される方を雇い入れました。この場
合、支給対象者と認められますか。

01-03
雇い入れ時には期間の定めのない労働者として雇い入れましたが、その後、期間の定めがある有期雇用
契約に変更しました。この場合、支給対象となりますか。

(02) 支給対象措置の要件

02-01
中途採用計画を提出後、雇用管理制度の整備前に雇い入れられた中途採用者は、支給対象者となりま
すか。

02-02 中途採用者の雇用管理制度の整備とはどのようなものですか。

02-03
計画提出前から採用が決定している者がおり、計画期間中に当該者を採用し、雇用管理制度を整備した
場合は支給対象となりますか。

02-04 中途採用率の計算方法について、事業所に転勤してきた被保険者の取扱いを教えてください。

02-05
中途採用率の計算方法について、計画期間中に、計画対象事業所に採用された後に離職した者は、計
算式の採用者数に含めますか。

02-06 対象者を雇い入れるにあたって、賃金を上昇させる必要がありますか。

02-07
対象者の賃金が時給や日給、出来高払い等の場合には、毎月決まって支払われる賃金はどのように算出
されますか。

02-08
中途採用者を複数雇い入れましたが、前職の賃金が高い一部の中途採用者について、賃金を５％以上
上昇させることが難しいです。この場合、支給対象となりますか。

(03) 支給対象事業主の要件

03-01
申請事業主と対象中途採用者を雇用していた事業主の関係がグループ会社である場合は対象となります
か。

03-02
今まで非正規労働者のみの雇用を行っており、新規学卒者等や期間の定めのない労働者を雇用したこと
がない事業所においても、対象となりますか。

03-03
過去に中途採用拡大コース助成金の支給を受けた事業主であっても、改めて中途採用計画を提出する
場合は助成金の対象となりますか。

03-04
計画期間終了日の２か月前に、中途採用率拡大の目標が達成できないと見込まれるような場合は、計画
期間の延長はできませんか。

03-05 労働者を解雇した場合は、助成対象になりますか。

03-06
設置から１年の雇用保険適用事業所において、期間の定めのない労働契約により労働者を雇い入れた場
合、成長要件加算に該当するものとして支給申請はできますか。
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(01) 支給対象者の要件
設問番号 設問

01-01
期間の定めのない労働者として雇い入れることが要件とされていますが、期間の定めがある場合は全て支
給対象者と認められないのですか。

新規学卒者等に適用される制度と同一の雇用管理制度が適用される中途採用者の拡大が主たる目的であるため、期間の定めのな
い雇入れに限っています。そのため、雇入れの際に契約更新が見込まれる有期雇用の場合であっても、支給対象とはなりません。

01-02
雇用契約上では期間の定めはありませんが、１年後に定年制が適用される方を雇い入れました。この場
合、支給対象者と認められますか。

期間の定めのない労働者として雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用され、支給決定時に雇用されていれば、
支給対象となります。ただし、基準期間経過後、支給決定時までの間に、事業主都合による解雇等（退職勧奨を含む。）により事業主
が支給対象者を雇用しなくなった場合は支給対象となりません。

01-03
雇い入れ時には期間の定めのない労働者として雇い入れましたが、その後、期間の定めがある有期雇用
契約に変更しました。この場合、支給対象となりますか。

雇入れ日から起算して６か月経過した日よりも前に期間の定めがある有期雇用契約に変更となった場合には、支給対象とはなりませ
ん。



(02) 支給対象措置の要件
設問番号 設問

02-01
中途採用計画を提出後、雇用管理制度の整備前に雇い入れられた中途採用者は、支給対象者となります
か。

支給の対象となります。ただし、のちに整備された雇用管理制度の内容において整備前に採用された中途採用者が適用外とさ
れる場合は、中途採用者の雇用管理制度を整備したものとはいえないため、当該期間に採用された中途採用者は支給対象者
となりません。

02-02 中途採用者の雇用管理制度の整備とはどのようなものですか。

中途採用拡大コースにおいて整備する必要のある「雇用管理制度」は、労働基準法第89条の就業規則等法令で義務づけられ
ている事項については当然作成している必要がありますが、その他の事項やその内容の水準については事業所において中途採
用者に適用される内容が新規学卒者等と同等であれば問題ございません。詳しくは、労働局やハローワークにお問い合わせくだ
さい。お問い合わせ先は、厚生労働省HPの「助成金のお問い合わせ先・申請先」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html）をご参照ください。

02-03
計画提出前から採用が決定している者がおり、計画期間中に当該者を採用し、雇用管理制度を整備した場
合は支給対象となりますか。

実際に計画期間に雇用されたかで判断するため、支給対象となります。
ただし、支給要件確認書（様式第３号）１⑥欄「採用時の評価方法」に基づかない採用内定である場合は除きます。

02-04 中途採用率の計算方法について、事業所に転勤してきた被保険者の取扱いを教えてください。 計画期間中に転勤等により計画対象事業所に転入した者については算定対象としません。

02-05
中途採用率の計算方法について、計画期間中に、計画対象事業所に採用された後に離職した者は、計算
式の採用者数に含めますか。

計画期間中に採用されたものの、離職により当該事業所で雇用保険被保険者資格を喪失している者については計算式の採用
者数に含めます。なお、転勤により当該事業所から転出した者については、当該事業所で整備された雇用管理制度が適用され
ないことから対象中途採用者とは見なさず、計算式の分母及び分子いずれにも含めません。

02-06 対象者を雇い入れるにあたって、賃金を上昇させる必要がありますか。

必要です。
雇入れ後６か月間の各月の毎月決まって支払われる賃金と雇入れ前の毎月決まって支払われる賃金を比較して、いずれも
５％以上上昇していることが要件となります。
なお、試用期間中の毎月決まって支払われる賃金が低く設定されている場合は、試用期間後の労働条件による毎月決まって
支払われる賃金と比較することができます。

02-07
対象者の賃金が時給や日給、出来高払い等の場合には、毎月決まって支払われる賃金はどのように算出さ
れますか。

対象者の賃金が時給や日給、出来高払い等の場合には、原則として、実際に支払われた賃金で比較することになります。ただ
し、雇入れ後に初めて到来する賃金支払日の労働日数が著しく少ない等、比較を行うことが適切でない場合には、「労働日に
通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じた額で比較することになります。
なお、この「所定労働日数」について、該当月における雇用契約書や就業規則上で定められた所定労働日数をいいますが、小
の月（２月）等で労働日数が少なく、比較を行うことが適切でない場合、月平均所定労働日数（年間の所定労働日数を１２ヶ月
で割って算出した １か月当たりの平均の所定労働日数）を用いることも可能です。

02-08
中途採用者を複数雇い入れましたが、前職の賃金が高い一部の中途採用者について、賃金を５％以上上
昇させることが難しいです。この場合、支給対象となりますか。

賃金上昇の要件を満たしているかは、支給対象者毎に判断することになるため、一部であっても中途採用者の賃金を５％以上
上昇させていれば、助成金が支給される可能性があります。
なお、賃金上昇の要件については、02ｰ06および02ｰ07を参照してください。



(03) 支給対象事業主の要件
設問番号 設問

03-01
申請事業主と対象中途採用者を雇用していた事業主の関係がグループ会社である場合は対象となります
か。

申請事業主と対象中途採用者を雇用していた事業主がグループ会社であっても、対象中途採用者の雇入れ日から起算してその日
以前１年間において、直前に対象中途採用者を雇用していた事業主との関係が、次の(ｲ)～(ﾊ)のいずれにも該当していない場合は
支給対象となります。詳しくは、労働局やハローワークにお問い合わせください。お問い合わせ先は、厚生労働省HPの「助成金のお問
い合わせ先・申請先のご案内」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html）をご参照ください。
(ｲ)  両者が親会社と子会社、又はその逆の関係にあること（注：ある事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の事
業主を「親会社」、当該ある事業主を「子会社」とする。）。
(ﾛ)  取締役会の構成員について、両者の代表取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。）が同一人物
であること又は取締役（取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。）を兼務しているものがいずれかの取締役会
の過半数を占めていること。
(ﾊ)  その他、資本的・経済的・組織的関連性等からみて両者が独立性を認められないものであること。

03-02
今まで非正規労働者のみの雇用を行っており、新規学卒者等や期間の定めのない労働者を雇用したこと
がない事業所においても、対象となりますか。

対象となります。

03-03
過去に中途採用拡大コース助成金の支給を受けた事業主であっても、改めて中途採用計画を提出する
場合は助成金の対象となりますか。

令和８年４月８日以降、新たに中途採用計画を提出する場合は対象となります。

03-04
計画期間終了日の２か月前に、中途採用率拡大の目標が達成できないと見込まれるような場合や、計画
期間を１年間とした場合であって、６か月時点で目標達成が見込まれるような場合など、計画期間の延長
又は短縮はできますか。

できません。

03-05 労働者を解雇した場合は、助成対象になりますか。

中途採用計画に係る書類の提出日の前日から起算して６か月前の日から支給申請書の提出日までの間（以下「基準期間」といいま
す。）に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者（雇用保険法第38条第１項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法
第43条第１項に規定する日雇労働被保険者を除く。）を事業主都合で解雇等（労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その
他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用保険被
保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「３」と判断されるもの。）している場合には、助成対象になりません。
また、基準期間に、雇用保険法第23条第２項に規定する「特定受給資格者」となる離職理由のうち離職区分１Ａ又は３Ａとされる離
職理由により離職した者として受給資格の決定がなされたものの数が、対象労働者の出向開始日における雇用保険被保険者数に対
して６％を超える場合（基準期間に、特定受給資格者として受給資格の決定を受けた者の数が、３人以下である場合を除く）は助成対
象となりません。
なお、労働契約期間の満了による離職であっても、離職時の状況によっては解雇等とみなされる場合があります。当該期間に離職者
がいる場合は、ご留意ください。詳細については、管轄のハローワークにお問い合わせください。

03-06
設置から１年の雇用保険適用事業所において、期間の定めのない労働契約により労働者を雇い入れた場
合、成長要件加算に該当するものとして支給申請はできますか。

成長要件加算の各要件について確認する全期間において雇用保険適用事業所が存在しない場合は、成長要件加算に該当するか
の判断ができないため、原則として、成長要件加算に該当するものとして支給申請することはできません。
ただし、事業承継、事業譲渡又は合併により事業所が廃止され、承継先別法人の元で雇用保険適用事業所として新設された場合、
新規設置した事業所の事業が承継先法人と同一であって、新規適用事業所だけで成長要件加算に該当するかの判断ができなけれ
ば、承継先法人の既存適用事業所で成長要件加算に該当するか確認できる場合があります。詳細については、管轄の労働局やハ
ローワークにお問い合わせください
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html）。


